
◎
論

説ス
ト
ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制

の
変
容
と

蒋
経
国

の
政
治
改
革
を
め
ぐ
る
歴
史
的
評
価

は
じ
め
に

　
・
…

蒋
介

石
お
よ
び
蒋
経
国
と
い
う
二
人
の

「領
袖
」
は
、
権
威
主
義

体
制
に
よ

っ
て
台
湾
を
統
治
し
た
、
と
先
行
研
究
は
指
摘
す
る
。
し

か
し
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
じ
ま
る
改
革
プ

ロ
セ
ス
で
、
戒
厳

令
は
解
除

さ
れ
、
反
乱
鎮
定

の
た
め
の
総
動
員
体
制
に
も
終
止
符
が

打
た
れ
る
。
さ
ら
に
国
会
議
員
の
全
面
改
選
や

一
九
九
六
年
の
総
統

直
接

選

挙

を
な

し
と
げ

た
こ
と

で
、
「
フ
リ
ー
ダ

ム

ハ
ゥ

ス
」

ハ
　
　

(F
reed
o
m

H
ou
se
)
も
台
湾
を
自
由
主
義
国
家

の
ひ
と

つ
に
数
え

る
。
ま
た
二
〇
〇
〇
年

に
民
主
選
挙
を
通
じ
て
初
の
政
権
交
代
が
実

現
し
た

こ
と
も
、
台
湾

の
民
主
主
義
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
里
程

醇

化

元

(訳
"
加
治
宏
基
)

標
と
な

っ
た
。
こ
れ
ら

一
連

の
戦
後
台
湾
政
治

の
発
展
に
つ
い
て
そ

の
概
要
と
意
義
を
精
査
す
る
こ
と
は
、
台
湾
史
に
関
す
る
討
究
と
評

価
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
台
湾

の
将
来
象

を
う
ら
な
う
上

で
も
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
台
湾

の
自
由
化

・
民
主
化
改
革

の
歴
史
過
程
に
お
い
て
、
蒋
経
国
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の

か
。

こ
れ
は
戦
後
台
湾
政
治
史

の
研
究

に
と

っ
て
重
要
課
題

で
あ

り
、
歴
史
的
文
脈
を
ふ
ま
え
て
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

中
華
民
国
政
府
が
台
湾

へ
敗
走
し
て
以
後

、
蒋
経
国
時
代
が
終
焉

す
る
ま
で
の
戦
後
台
湾
の
政
治
発
展
に
関
し

て
は
、
す
で
に
多
く
の

研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ホ
ア
ン
・
リ
ン
ズ

は

「権
威
主
義
体
制
」

ム
　
　

(a
u
th
o
rita
ria
n

re
g
im
e
)
を

、

呉

乃

徳

は

「
権

威

的

パ

ト

ロ

ン
ー
ク

ラ
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ム
ヨ
　

イ

ア

ン

ト

体

系

」

(R
eg
im
e
P
a
tro
n
ag
e
S
y
s
te
m
)

を

提

唱

し

、

鄭

敦

仁

に

よ

る

「
擬

似

レ

ー

ニ

ン
主

義

的

党
-
国

家

体

制

」

(ρ
轟
。゚
7

ハ
　
　

L
e
n
in
ist
p
a
rty
-
sta
te
sy
ste
m

)
や

、

王

振

簑

の

「
外

部

正

統

性

と

内

ム
ら
　

部
正
統

性
」
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
若
林
正
丈
は

「台

ム
　
　

湾
型
権

威
主
義
体
制
」
を
提
起
し
、
権
威
主
義
体
制
の
変
容
を
分
析

し
た

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
A
・ウ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
、

「
ハ
ー
ド
な
権
威
」
(蒋

介
石
時
代
)
と

「
ソ
フ
ト
な
権
威
」
(蒋
経
国
時
代
)
と
を
区
分
し

ハ
　
　

提
唱
し
た
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
は
、
台
湾
政
治

の
発
展
プ

ロ
セ
ス
を

精
査
す

る
際
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
別

の
視
点
か
ら

い
え
ば
、
「
ス

ト

ロ
ン
グ

マ
ン
の
意
思
」
が
、
戦
後
台
湾
の
統
治
体
制
に
お
い
て
き

バ　
　

わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
そ

う
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
「
ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制
」

の
確

立
か
ら
そ
の
体
制

の
ひ
ず
み
、
そ
し
て
自
由
化
や
民
主
化

へ
の
展
開

に

つ
い
て
討
究
す
る
の
と
同
時
に
、
戦
後
台
湾
史

に
お
け
る
重
大
事

件
や
そ
れ
ら
を
引
き
起

こ
し
た
背
景
に
つ
い
て
も
解
明
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
本
稿
は
、
戦
後
台
湾
史

の
文
脈
の
な
か
で
蒋
経
国
が
果
た
し

た
役
割

と
彼
が
推
し
進
め
た
政
治
改
革
の
意
義

に
つ
い
て
検
証
を
試

み
る
。ス

ト
ロ
ン
グ
マ
ン
権
威
主
義
体
制
の
形
成
と
発
展

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
統
治
時
期
、
そ
の

「正
統
性
」

の
基
盤
を
形
成

(あ
る

い
は
論
証
)
す
る
上
で
、

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
の
意
思
が
台
湾

政
治
の
発
展
を
導
く
キ
ー
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
主
と

し
て
二
つ
の
側
面

で
顕
著
に
み
ら
れ
た
。
第

一
に
、
中
華
民
国
政
府

は
中
国
唯

一
の
正
統
的
代
表

で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
中
央
レ
ベ
ル
で

選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
国
民
党
当
局
は
挑
戦
を
受
け
る
こ

と
の
な
い
政
治
体
制
を
築

い
た
。

二
点
目
は
、
い
わ
ゆ
る

「自
由
中

国
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
す
る
た
め
、
国
際
社
会
か
ら
の
同
情

と
支
持
を
獲
得
す
べ
く
表
面
上
は

「自
由
中

国
」
を
強
調
す
る
こ
と

が
必
須

で
あ
り
、
住
民

の
限
定
的
政
治
参
加
を
可
能

と
す

る

(地

方
)
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
上
記
二
点

は
表
裏

一
体

の
も

の
で
、
基
本

的
に
は
中
華
民
国
が
国
際
的
正
統
性
を
保
持

し
て
い
た
と
き
、

つ
ま

り
中
国
代
表
権
を
有
し
て
い
た
段
階

で
は
、
自
由
民
主
と
は
名
ば
か

り
で
改
革
は
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の
す
ぎ

な
か

っ
た
。
し
か
し
、

中
華
民
国
政
府
が
中
国
を
代
表
す
る
こ
と
自
体
が
疑
問
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、

つ
い
に
は
中
華
人
民
共
和
国
が
国
際
社
会
に
お
い
て
中

華
民
国
を

「継
承
」
す
る
に
至
る
。
国
民
党
当
局
は
統
治
基
盤
を
強

化
す
べ
く
、
政
治
改
革
を
通
じ
て
世
論

の
支
持
を
獲
得
し
、
内
部
正

統
性
を
強
化
し
よ
う
と
努
め
た
。
戦
後
台
湾

で
は
、
上
述

の
両
側
面

が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
過
程
で
、

ス
ト

ロ
ン
グ
マ
ン
権
威
主
義
体

制

の
多
様
な
側
面
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
点

に
つ
い
て
は
以

下

の
と
お
り
い
く

つ
か
の
段
階
に
時
代
区
分

で
き
よ
う
。

e

再
建
と
形
成
の
時
期
-

一
九
四
九
～

一
九
五
五
年

一
九
四
九
年
四
月
、
国
共
合
作
が
失
敗

に
終
わ
り
共
産
党
が
中
国

238



大

陸

を
支

配

す

る
。

同

年

一
二

月

七

日

に
中

華

民

国

政

府

は
台

湾

へ

の
撤

退

を

宣

言

す

る

。

こ

れ

に

前

後

し

て
米

国

の
支

持

を

取

り
付

け

る

べ
く

国

民

党

は

、

『
$

美

　

係

白

皮

書

』

(
U
n
ited
S
ta
tes
R
e
la
tio
n
s

w
ith
C
h
in
a
,
1
9
4
4
-
1
9
4
9
)

6
`
発

刊

後

に

バ

ー

ジ

ニ

ア
軍

事

学

院

出

ム　
　

身
の
孫
立
人
将
軍
を
台
湾
防
衛
司
令
に
任
じ
、
ま
た

一
二
月

一
五
日

に
は
プ
リ

ン
ス
ト
ン
大
学
を
卒
業
し
た
呉
国
槙
を
台
湾
省
主
席
兼
保

ム
リ
　

安
司
令
の
任
に
あ
た
ら
せ
た
。
そ
れ
に
先
立

つ
国
共
合
作

の
破
談
前

後
、
自
由
派

の

一
部
人
士
が

『自
由
中
国
』

の
創
刊
準
備
に
着
手
し

て
い
る
が
、
彼
ら
は
中
共
政
権

に
抵
抗
す
る
た
め
に
蒋
介
石
率

い
る

バ
け
　

中
華
民
国
政
府
を
支
持
し
た
。
そ
の
多
く
が
蒋
介
石
の
復
帰
後

に
重

用
さ
れ
て
お
り
、
王
世
木
{
は
総
統
府
秘
書
長
に
、
そ
し
て
雷
震

は
国

策
顧
問
に
任
命
さ
れ
た
。

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
当
時
、
米
国
は
台
湾
海
峡

へ
の
戦
火
拡
大

が
全
面
戦
争

へ
と
飛
び
火
す
る
の
を
回
避
す
る
た
め
、
第
七
艦
隊
を

派
遣
す
る

こ
と
で
台
湾
海
峡

の
中
立
化
を
図

っ
た
が
、
実
際

の
と
こ

ろ
そ
れ
は
、
中
華
人
民
共
和
国

の
軍
事
的
脅
威
か
ら
台
湾
を
解
放
す

バ
ロ
　

る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
蒋
介
石

の
指
揮
下
で

展
開
さ
れ
た
ス
ト
ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制
の
重
要
な
足
が
か
り

と
な

っ
た
。

ω

国
民
党
改
造

米
国

に
よ
る
台
湾
海
峡

へ
の
軍
事
介
入
後
の

一
九
五
〇
年
七
月
二

二
日
、

中
央
常
務
委
員
会

は

「中
国
国
民
党
改
造
方
案
」
を
採
択

し
、
二
六
日
に
は
蒋
介
石
が
そ
の
弟
子
や
部
下
で
あ
る
陳
誠
や
蒋
経

　ロ
　

国
な
ど

一
六
名
を
中
央
改
造
委
員
会
の
委
員

に
任
命
し
た
。
元
来
党

ム
ロ
　

務

の
主
導
的
立
場
に
あ

っ
た
C
C
派
を
排
除
し
た
ほ
か
、
蒋
経
国
が

中
央
改
造
委
員
会
お
よ
び
幹
部
訓
練
委
員
会

の
主
任
委
員
に
任
命
さ

ム
お
　

れ
た
こ
と
は
着
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
改
革
の
方
針

が
、
旧
来
グ
ル
ー
プ

の
運
営
方
式
に
と

っ
て
替
わ
り
党
組
織
の
中
核

に
坐
し
た
蒋
経
国
を
党
幹
部
育
成

の
責
任
者
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、

彼
は
そ
の
後
、
党
幹
部
と
の
関
係
を
深
め
る
な
か
で
党
組
織
を
権
力

掌
握
の
道
具
と
化
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
蒋
介
石
は
党
改
造
を
通
し
て
党
組
織
を
よ
り
直
接
的

に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ

し
て
蒋
経
国
は
正
式

に

国
民
党

の
政
策
決
定
過
程
に
く
い
込
ん
で
い
き
、

一
九
五
二
年
に
は

国
民
党
中
央
委
員

の
序
列
に
お
い
て
陳
誠
に
次
ぐ
地
位
を
手
に
入

　
め
　

れ
た
。

改
造
後

の
国
民
党
に
と

っ
て
最
も
根
本
的

な
政
治
運
用

モ
デ
ル
と

は
、
蒋
介
石
と
い
う

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
の
指
導
下
で

「徹
底
的
な
組

織
管
理
に
よ
り
党
員
を
束
ね
、
党
員
は
責
任

を
も

っ
て
党

の
決
定
を

実
行
貫
徹
す
る
」
と
い
う
党
政
関
係

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
こ
の
改
造

の
結
果
、
民
意
を
代
表
し
た
立
法
と
党
員

の
政
策
実
現
に
よ

っ
て
党

ム
ロ
　

の
決
定
が
国
家
体
制
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
て
、

ス

ト
ロ
ン
グ

マ
ン
を
最
高
決
定
者
と
位
置
づ
け

る
政
治
基
盤

の
上
に
、

中
国
大
陸
に
あ

っ
た
時
期

に
は
実
現
し
得

な
か

っ
た
訓
政

の

「理

想
」
と
も
い
え
る

「党
国
体
制
」
が
完
成
し
た
。
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②

特
務
組
織

の
再
建
と
政
治
工
作
、
お
よ
び
軍
訓
工
作

の
推
進

一
九
四
九
年
七
月
、
蒋
介
石
は
蒋
経
国
、
唐
縦
、
毛
人
鳳
ら
を
高

雄
に
召
集

し
、
特
務
組
織
の
刷
新
に

つ
い
て
協
議
し
た
。
ま
た
唐
縦

を
八
月
二
〇
日
に
成
立
し
た

「政
治
行
動
委
員
会
」
の
責
任
者

に
任

命
し
、
特
務
組
織
を
統
括
さ
せ
る
。
そ
の
後
、

一
九
五
〇
年
三
月
に

彼
が
改
造
委
員
会
第
六
組
主
任
に
就
任
す
る
と
、
委
員
会
で
の
実
権

ム　
　

は
蒋
経
国

が
掌
握
す
る
こ
と
と
な
る
。
蒋
介
石
が
総
統
に
再
度
就
任

し
て
の
ち

の

一
九
五
〇
年
末
、
同
機
関
は
総
統
府
機
要
室
資
料
組
と

ム　
　

改
称
さ
れ
、
主
任
と
な

っ
た
蒋
経
国

の
政
治
的
影
響
力

も
強
化

さ

ムね
　

れ
た
。

の
ち
に
同
委
員
会

は
、
国
防
会
議

(国
家
安
全
会
議

の
前

ババ
　

身
)
直
属

の
国
家
安
全
局
に
改
編
成
さ
れ
て
い
る
。

蒋
経
国

は
特
務
組
織
を
掌
握
し
た
ほ
か
、

一
九
五
〇
年
三
月
二
二

　
ぴ
　

日
に
新
設

さ
れ
た
国
防
部

の
総
政
治
部
主
任
に
も
就
任
し
て
い
る
。

一
九
五
二
年

=

月
、
蒋
経
国
は
台
北
近
郊
に
軍
事
戦
略
関
係

の
幹

部
養
成
機

関

で
あ
る

「政
工
幹
部
学
校
」
を
設
立
し
た
。
ま
た
同

年
、
総
政
治
部
主
任

で
あ
っ
た
彼
は

「中
国
青
年
反
共
救
国
団
」
も

設
置
し
た

が
、
そ
こ
は
設
立
当
初
、
青
年
学
生
を
動
員
し
執
政
者
の

　
お
　

完
全
な
る
政
治
社
会
化
を
目
指
し
た
重
要
機
関
と
し
て
機
能
し
た
。

さ
ら
に
高
校
以
上
の
学
校
に
お
け
る
軍
事
訓
練
を
監
督
し
た
だ
け
で

な
く
、
上
記
学
校
業
務

の

一
環
と
し
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
高
揚
と
領

　
れ
　

袖

へ
の
忠
誠
心
育
成
を
も
担

っ
た
。

㈹

反
対
勢
力
の
撲
滅

蒋
介
石

は
、
統
治
開
始
当
初

に
は

「自
由
中
国
」

へ
の
期
待
を
寄

せ
て
い
た
自
由
派
勢
力
と
対
立
を
深
め
て
い

っ
た
。

一
九
五
二
年
、

政
策
路
線
を
め
ぐ
り
陸
軍
総
司
令
で
あ
っ
た
孫
立
人
と
蒋
経
国
は
仲

　
お
　

た
が

い
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
は
救

国
団
の
設
立
を
め
ぐ

っ

バね
　

て
呉
国
槙
台
湾
省
主
席
と
の
関
係
も
破
綻
す
る
。
さ
ら
に
自
由
派
を

代
表
す
る

『自
由
中
国
』
関
係
者
も
、
国
民
党
当
局
の
施
策

に
不
満

を
募
ら
せ
、
政
権
批
判
を
強
め
て
い
っ
た
。

一
九
五
四
年

一
二
月
三
日
、

「米
華
共
同
防
衛
条
約
」
が
締
結
さ

れ
た
こ
と
で
、
台
湾
は
正
式
に
米
国
の
防
衛

網
に
組
み
込
ま
れ
た
。

国
民
党
政
権

に
と

っ
て
よ
り
重
要
だ

っ
た

の
は
、
ト
ル
ー
マ
ン

・
ド

ク
ト
リ

ン
に
基
づ
く
米
国
の
冷
戦
政
策
の
下

で
、
民
主
化
よ
り
も
軍

　
ぬ
　

事
戦
略
に
比
重
が
置
か
れ
た
点

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
国
民
党
政
権

は
米
国
の
干
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
民
主
主
義

の
代
償

で
あ

っ
た
。
そ
う
し
て
米
国
の
支
持
を
獲
得

す
る
と
同
時
に
、
国
民

党
は
台
湾
に
お
い
て
ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
に
基
づ
く
統
治
体

　
ふ
　

制
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

米
国
の
干
渉
を
受
け
る

一
方
で
、
蒋
介
石

は
ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権

威
主
義
体
制

へ
の
抵
抗
運
動
を
展
開
す
る
国
内

の
自
由
派
勢
力
の
排

斥
に
着
手
す
る
。
そ
の
結
果
、
呉
国
槙
、
王
世
恭
や
孫
立
人
を
含
む

自
由
派
は
政
府

で
の
役
職
を
失

っ
た
。
呉
国
槙
と
蒋
経
国
の
対
立
が

際
立

っ
て
い
た
が
、
自
由
派
勢
力
は

一
様

に
国
民
党
政
権
が
ス
ト

ロ

ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制

へ
と
傾
倒
す
る
こ
と
に
反
発
し
た
。
そ
の

抵
抗

の
矛
先
は
、

一
九
五
〇
年
の
国
民
党
改
造
以
来
、
蒋
介
石
に
よ

り
確
立
さ
れ
た

「以
党
領
政
」
(党
に
よ
る
政
治
統
制
)
と

「以
党
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領
軍
」

(党
に
よ
る
軍
隊
統
制

)

ムお
　

と
い
う
体
制
に
向
け
ら
れ
た
。

口

黎
明
お
よ
び
発
展
期
1

一
九
五
五
～

一
九
七

一
年

一
九
五
五
年
、
蒋
介
石
総
統

は
ク
ー
デ
タ
ー
を
画
策
し
た
と
し
て

孫
立
人
を
軟
禁
す
る
。
こ
の
事
件
の
発
覚
当
時
、
米
国
は
彼
の
方
策

に
不
満

で
あ

っ
た
が
戦
略
的
観
点
か
ら
こ
れ
を
容
認
し
た
上
、
軍
事

支
援
を
も
与
え
た
こ
と
で
、
蒋
介
石
は
統
治
基
盤
を
よ
り
強
固
な
も

ムお
　

の
と
し
た
。
そ
の
後
、
蒋
経
国
も
蒋
介
石
の
意
向

に
よ
り
ス
ト

ロ
ン

グ

マ
ン
と

し
て
の
地
位
と
権
力
を
継
承
し
て
い
く
。

ω

総
統
の
三
選
問
題

中
華
民
国
憲
法
に
は
、
総
統

の
任
期
は
再
選
を
限
度
と
す
る
こ
と

が
規
定
さ

れ
る
。

一
九
六
〇
年

二
月

一
二
日
に
大
法
官
会
議
は
司
法

解
釈
第
八
十
五
号
を
採
択
し
、

「国
民
大
会
代
表

の
総
数

は
、
目
下

の
情
勢

に
お
い
て
法
律
に
よ
り
招
集
し
う
る
人
数
を
定
数
と
す
る
」

　　
　

こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
う
し
て
国
民
大
会
代
表

の
欠
員
問
題
に
終
止

符
が
打
た

れ
た
。
三
月
三
日
、
蒋
介
石
総
統
は
国
民
大
会
代
表
を
無

給
職
待
遇

か
ら
立
法
委
員
と
同
等

の
そ
れ

へ
と
調
整
を
図
る
こ
と
を

ムお

　

表
明
し
、

三
月

一
一
日
に
国
民
大
会
は
、
総
統

の
多
選
に
つ
い
て
そ

バ
お
　

の
回
数
を
制
限
し
な
い
と
の
臨
時
条
項
修
正
案
を
可
決
し
た
。
ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制
の
発
展
史
と
い
う
視
座
か
ら
い
え
ば
、

臨
時
条
項
修
正
に
は
重
大
な
意
義

が
看
取
さ
れ
る
。

こ
れ
を
機
に
国

民
党
は
、

「自
由
世
界
」
陣
営

に
由
来
す
る
憲
政
体
制
に
為
政
者

の

思
惑
に
応

じ
た
調
整
を
加
え
て
い
く
。

蒋
介
石
の
総
統
連
任
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
副
総
統
兼
行
政

院
長
で
あ
る
陳
誠
が
引
き
継
ぐ
こ
と
も
な
か

っ
た
。
そ
の
権
力
を
継

承
し
た
蒋
経
国
が
、

一
九
五
七
年
に
行
政
院
国
軍
退
官
兵
輔
導
委
員

会

(退
輔
会
)

の
主
任
委
員
に
、

一
九
五
八
年
に
は
行
政
院
政
務
委

ム
あ
　

員
に
就
任
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
彼
は
行
政
指
揮
系
統
に
参
入
し
は

じ
め
る
。
最
大

の
ラ
イ
バ
ル
で
あ

っ
た
陳
誠

が
、
副
総
統
兼
行
政
院

長
を
退

い
て
以
降
、
行
政
部
門
の
要
職
に
就
く

こ
と
が
な
か

っ
た

一

方
で
、
彼

は

一
九
六
四
年
に
国
防
部
副
部
長

を
、
さ
ら
に
部
長
を
歴

ハ
め
　

任
し
て
い
る
。

一
九
六
九
年
に
財
経
官
僚
出
身

の
厳
家
澄
院
長
の
下

ハあ
　

で
行
政
院
副
院
長
に
就
い
て
か
ら
は
、
財
政
、
経
済
、
金
融
分
野

の

政
策
決
定

の
主
導
権
を
握

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
行
政
院
国
際
経
済
合

作
発
展
委
員
会

(経
合
会
)
主
任
委

員
に
着

任
し
た
蒋
経
国
は
、

ム　
　

「財
政
経
済
金
融
会
報
」
を
主
宰
す

る
な
ど
財
政
部
門

の
あ
ら
ゆ
る

権
限
を
掌
握
し
、
行
政
シ
ス
テ
ム
全
体
を
治

め
る
に
至

っ
た
。

②

反
党
問
題
と
雷
震
事
件

蒋
介
石
総
統
が
三
期
連
任
し
て
後
の

一
九

六
〇
年
、
雷
震
が
実
質

的
に
主
導
す
る

『自
由
中
国
』
関
係
者
と
大
陸
側

の
地
方
政
治
家
が

連
携
す
る
か
た
ち
で
反
党
運
動
が
展
開
さ
れ
、
地
方
選
挙

の
準
備
が

進
め
ら
れ
た
。
在
野
人
士
に
よ

っ
て
中
国
民
主
党
結
成
を
視
野
に
入

れ
た
積
極
的
な
運
動
展
開
が
み
ら
れ
た
九
月

四
日
、
雷
震
は
警
備
総

ム　
　

部
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
。

一
九
六

一
年
に
国
民
党
中
央
委
員
会
第
四

組
が
発
行
し
た

『
一
年
来
宣
伝
工
作
的
検
討
』
で
は
、

一
九
六
〇
年

段
階
で
国
民
党
に
突
き

つ
け
ら
れ
た
三
大
挑

戦
と
し
て

「『
反
憲
政
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改
革
』
・
『
反
多
選
』
」
、
「省
議
員

・
県
市
長

の
選
挙
」
お
よ
び

「反

党
運
動
」
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
雷
震
と

『自
由
中

ム
お
　

国
』
が
関
係
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
挑
戦
に
対
し
て
国
民
党
政
府

は
、

「懲
治
反
乱
条
例
」
第
十
条

に
基
づ
き
雷
震
を
軍
事
法
廷

に
か
け
る

な
ど
し
て
厳
格

に
対
処
し
た
。
そ
の
結
果
、
『自
由
中
国
』
は
廃
刊

に
追
い
込
ま
れ
、
翌
年

に
は
李
萬
居
が

『公
論
報
』
を
去
る
な
ど
、

反
政
府
運
動
は
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
政
治
雑
誌
や
非

国
民
党
系

メ
デ
ィ
ア
の
不
在
と
い
う
時
代
が
到
来
し
、
政
治

の
場

の

み
な
ら
ず
世
論

に
お

い
て
も

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
の
権
威
に
関
す
る
批

バれ
　

判
は
見
受
け
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
七
〇
年
前
後
に
国

際
情
勢
が
変
容
す
る
に
と
も
な

っ
て
、
言
論
統
制
や
結
党
禁
止
と

い

う
政
策
を
打
破
す
る
可
能
性
が
芽
生
え
は
じ
め
た
。

日

継
続
と
転
換
期
1

一
九
七
一
一～

一
九
七
九
年

一
九
七
二
年
五
月
、
蒋
経
国
は
行
政
院
長
就
任
に
と
も
な
い
実
質

ム
れ
　

的
に
中
華

民
国
行
政
体
系

の
ト

ッ
プ
に
坐
し
、

一
九
七
五
年

に
蒋
介

石
が
他
界
し
た
こ
と
で
国
民
党
主
席

の
座
も
手
中
に
収
め
た
。
そ
し

て

一
九
七

八
年
、
総
統

に
就
任
し
た
こ
と
で
名
実
共
に
中
華
民
国
の

最
高
指
導
者
と
な
る
。

し
か
し
こ
れ
と
同
時
期
、

一
九
六
〇
年
代
末
に
米
国
と
中
華
人
民

ムれ
　

共
和
国
と
の
関
係
が
好
転
し
、

一
九
七

一
年

一
〇
月
二
五
日
に
中
華

ム
れ
　

民
国
は
国
連
の
中
国
代
表
権
を
失

っ
た
余
波
を
受
け
、
国
民
党
に
よ

る
台
湾
統
治
の
正
統
性
や
万
年
議
員
を
め
ぐ

っ
て
多
く
の
問
題

が
浮

き
彫
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
台
湾
キ
リ
ス
ト
長
老
教
会
や

『大
学
雑

誌
』
関
係
者
は
、

「国
会
全
面
改
選
」
な
ど

の
改
革
要
求
を
提
起
す

ム
ゆ

　

る
に
至
る
。

こ
う
し
た
改
革
要
求
に
際
し
て
蒋
経
国
は
、
台
湾
の
自
立
性
を
維

持
す
る
た
め
に
政
治
改
革
を
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
め
る

「革
新
保

台
」

の
道
を
選
ん
だ
。
当
該
改
革

で
は
第

一
に
、

一
九
七
二
年
三
月

一
七
日
、
国
民
大
会

で

「動
員
戦
乱
臨
時
条
項
」
修
正
案
が
可
決
さ

ハあ
　

れ
た
。
自
由
地
区

(中
華
民
国

の
支
配
地
域
)
と
海
外
華
僑
の
議
席

拡
大
を
約
し
た
こ
の
修
正
に
基
づ
き

「増
加

定
員
選
挙
」
が
初
め
て

実
施
さ
れ
、
そ
の
後
は
三
年
に

一
度

の
改
選
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
。
第
二
に
、
党
内
正
統
性
を
強
化
す

る
た
め
蒋
経
国
は
、
台

湾
籍
を
有
す

「青
年
才
俊
」
(政
治

エ
リ
ー

ト
)
を
中
央
政
府

や
国

ム
れ
　

民
党
要
職
に
抜
擢
す
る
な
ど
、

い
わ
ゆ
る

「
吹
台
青
」
と
称
さ
れ
る

ハれ
　

「台
湾
化
」
人
事
政
策
を
展
開
し
た
。

一
九
七

二
年
当
時
の
蒋
経
国

内
閣
に
は
、
副
院
長

の
徐
慶
鐘
、
政
務
委
員

の
李
登
輝
な
ど
七
名

の

台
湾
籍
人
士
が
名
を
連
ね
た
ほ
か
、
台
湾
省

主
席
と
台
北
市
長
に
も

ハ
れ
　

台
湾
籍

の
謝
東
関
と
張
豊
緒
が
就
任
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
府

と
党

の
要
職
は
外
省
人
が
な
お
掌
握
し
続
け
た
。

ま
た

一
九
七
四
年

一
月
、
『
大
学
雑
誌
』
が
改

め
て
改
組
を
迫
ら

ムれ

　

れ
る
な
ど
、
権
力
継
承
を
果
た
し
た
蒋
経
国

は
、
新
聞
界
や
文
芸
界

に
対
す
る
言
論
統
制
を
強
化
し
た
。

一
九
七

五
年
、
行
政
院
は

「研

究
小
組
」
を
設
立
し
、
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
の
台

本
や

コ
マ
ー
シ
ャ
ル

(同
時
期
、
ゴ
ー
ル
デ

ン
タ
イ
ム
中

の
医
薬
品
広
告
を
禁
止
し
た
)
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の
審
査
や
テ
レ
ビ
番
組

の
監
視
な
ど
、
テ
レ
ビ
業
界
に
対
す
る
統
制

に
乗
り
出

し
た
。
さ
ら
に

一
九
七
六
年
か
ら
は
、
三
つ
の
テ
レ
ビ
局

に
国
民
党

の
党
営
事
業
と
し
て
中
国
電
影
製
片
廠

が
製
作
し
た
反
共

お
　

ド
ラ
マ

「寒
流
」
を
放
映
す
る
よ
う
強
制
し
た
。
こ
れ
ら
の
み
な
ら

ず
、
台
湾

本
土

の
言
語
に
も
圧
力
が
か
か
り
、
閾
南
語
や
先
住
民
言

バ　
　

語
の
バ
イ
ブ
ル
を
強
制
没
収
す
る
に
及
ん
だ
。

つ
ま
り
、
当
時
の
蒋

経
国
に
よ

る
改
革

は
民
主
的
な
も

の
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る

「台
湾

化
」
も
し
く
は

「本
土
化
」
の
実
質
的
意
義
は
、
李
登
輝
時
代
に
推

進
さ
れ
た
台
湾
主
体

の
本
土
化
路
線
と
は
大
き
く
か
け
離
れ

て
い

た
。

一
九
七
〇
年
代
を
通

じ
て
蒋
経
国
が
進
め
た
限
定
的
改
革
は
、

反
対
勢
力

へ
の
開
放
と
抑
圧
が
入
り
混
じ
り
つ
つ
展
開
さ
れ
た
。

ω

政
治

エ
リ
ー
ト
層

の
二
重
構
造
の
崩
壊

前
段
で
述
べ
た
と
お
り
、
蒋
経
国
が

一
九
七
〇
年
代
に
展
開
し
た

改
革
は
、
台
湾
主
体

の
政
治
会
改
革
に
は
ほ
ど
遠

い
も

の
で
あ

っ
た

が
、
こ
の
改
革
を
通
じ
て
体
制
運
営
は
従
来

の
政
治

エ
リ
ー
ト
構
造

を
打
破
し
え
た
。

一
九
七
〇
年
代
以
前
は
、
地
方
選
挙
で
選
出
さ
れ

る
政
治

エ
リ
ー
ト

の
大
半
が
台
湾
籍
の
者
で
、
万
年
国
会
お
よ
び
中

央
統
治
エ
リ
ー
ト
層
は
お
し
な
べ
て
外
省
人
で
あ
る
と

い
っ
た
政
治

ムお
　

エ
リ
ー
ト

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
二
重
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か

も

一
九
六
九
年

一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
中
央
公
職
人
員

の

「欠
員
補

充
選
挙
」

で
は
、
選
出
さ
れ
た
と
し
て
も
再
選
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ

の
意
義
は
小
さ
か

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
七
二
年
以
後
、
中
央
民
意

代
表

の

「増
加
定
員
選
挙
」

で
は
議
席
数

は
限
ら
れ

て
い
た
も

の

の
、
三
年
ご
と
の
改
選
が
確
約

さ
れ
た
選
挙
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。

こ
の
選
挙
を
機
に
、
台
湾
籍
政
治

エ
リ
ー
ト
が
国
会
に
進
出
し
、
中

央
政
治
に
参
与
し
は
じ
め
た
こ
と
で
、
上
記

二
重
構
造
を
突
き
崩
す

ムお
　

重
要
な
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。

②

米
中

(中
華
人
民
共
和
国
)
関
係
の
正
常
化
と
台
湾
関
係
法

一
九
七
八
年

一
二
月

一
六
日
、
カ
ー
タ
ー
米
大
統
領
は
、
翌
七
九

年

一
月

一
日
に

「台
湾
と
断
交
し
、
米
華
相
互
防
衛
条
約
を
破
棄
す

ム
カ
　

る
」
こ
と
を
宣
言
し
た
。
カ
ー
タ
ー
政
権
は
議
会
で
の
事
前
協
議
を

ムお
　

経
る
こ
と
な
く
、
中
国
側
が
提
示
し
た
三

つ
の
条
件
に
則
り
中
国
と

ム
が
　

の

国

交

樹

立

を

果

た

し

た

た

め

、

米

国

議

会

に

は
相

当

の
衝

撃

が

走

っ
た
。

こ

の
情

勢

変

化

に
際

し

て
、

米

国

上

下

院

は

一
九

七

九

年

三

月

に

「
台

湾

関

係

法

J

(T
h
e
T
a
iw
a
n
R
elatio
n
s
A
c
t
)

を

採

択

バ
　
　

し
た
。
北
京
と
の
外
交
関
係
上
、
米
国
政
府

は
同
法
を
国
内
法
と
し

て
位
置
づ
け
、
台
湾
に
可
能
な
限
り
の
保
護

と
優
遇
措
置
を
講
じ
続

ム
み
　

け
た
。

冷
戦
期
、
米
国
に
と

っ
て
台
湾
は
地
勢
学
的
戦
略
性
が
高
か

っ
た

が
ゆ
え
に
、
国
民
党
中
央
は

「自
由
世
界
」

の
象
徴
で
あ
る
民
主
的

制
度
を
迂
回
し
、

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主

義
体
制
を
確
立
し
え

た
。
ま
た
、
米
国
は
自
由
、
民
主
を
強
調
す
る

一
方
で
、
国
民
党
の

ムロ
　

こ
う
し
た
政
策
を
黙
認
し
て
き
た
。
し
か
し
、
米
国
が
中
華
人
民
共

和
国
と
の
関
係
重
視

へ
と
戦
略
転
換
す
る
に
と
も
な

い
、
台
湾
の
戦

略
的
意
義
は
低
減
し
た
。
台
湾
関
係
法
に
は

「本
法
律

の
条
項
は
米

国

の
人
権

へ
の
関
心
、
特
に
お
よ
そ

一
八
〇
〇
万
人

の
台
湾
住
民
の
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人
権

へ
の
関
心
に
抵
触
す
る
も

の
で
な
い
。
ま
た
、
す

べ
て
の
台
湾

住
民
の
人
権
を
保
護
し
増
進
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
に
よ
り
米
国
の
目

ム
　
　

的
と
し
て
再
確
認
さ
れ
る
」
と
あ
る
と
お
り
、
米
国
と

の
友
好
関
係

を
失

っ
た
国
民
党
は
、
台
湾
に
お
け
る
人
権
問
題

に
つ
い
て
む
し
ろ

厳
格
な
対

応
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
米
台
関
係

の
変
化
が
台
湾
の
民
主
化
と
人
権

の
発
展
を
促
し
、
そ
の
影
響
力
は

一
九
七
九

年

一
二
月

一
〇
日
に
起

こ
っ
た
美
麗
島
事
件
以
降
、
特
に

顕
著
と
な

っ
た
。

③

美
麗
島
事
件

蒋
経
国

に
よ
り
推
進
さ
れ
た
改
革

の
結
果
、
選
挙
や

「台
湾
化
」

人
事

に
お

い
て
出
現
し
た
国
民
党
が
掌
握
し
き
れ
な

い
新
興
政
治

エ

リ
ー
ト
ら
は
、
在
野
の
反
体
制
勢
力
と
結
び

つ
き
、

い
わ
ゆ
る

「党

外
」
勢
力

を
形
成
し
て
国
民
党
と
対
立
す
る
。
し
か
し
こ
の
反
体
制

勢
力

の
行
動
は
、
為
政
者
の
許
容
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
、
す
ぐ
さ

ま
抑
圧
の
標
的
と
さ
れ
た
。

一
九
七

八
年

一
二
月
、
対
米
外
交

で
重
大
な
挫
折
を
味
わ

っ
た
蒋

ム
ぬ
　

経
国
は
、

「
一
切

の
選
挙
活
動
の
停
止
」

の
緊
急
命
令
を
発
し
た
。

事
態

の
硬
直
化
を
危
惧
す
る
党
外
人
士
ら
は
街
頭
運
動
を
展
開
し
た

が
、
そ
の
代
表
的
存
在
が

「美
麗
島
集
団
」
で
あ

っ
た
。

一
九
七
九
年
九
月
八
日
、
党
外
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
黄
信

介
が
発
行
人
と
な
り
、
許
信
良
を
社
長
、
呂
秀
蓮
と
黄
天
福
を
副
社

長
、
そ
し

て
張
俊
宏
を
編
集
長
と
し
て
雑
誌

『美
麗
島
』
を
発
刊
し

た
。
そ
の
創
刊
記
念

パ
ー
テ
ィ
が
台
北
市
の
中
泰
賓
館
に
て
開
催
さ

れ
て
後
、
間
を
お
か
ず
台
湾
全
土
に
支
社
や
服
務
処
が
設
立
さ
れ
、

同
時
に
大
衆
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
党
外
勢
力
は

「党
禁
」

解
除

に
と
も
な
う
選
挙

の
復
活
を
期
待
し
て
、
『
美
麗
島
』
雑
誌
社

バ
ほ
　

の
組
織
を
政
党
の
雛
形
と
し
よ
う
と
目
論
ん

で
い
た
。

『
美
麗
島
』
雑
誌
が
主
催
し
た
大
衆
集
会

の
参
加
者
に
は
、
反
共

主
義
者
を
中
心
に
反
党
人
士
が
含
ま
れ
て
お
り
、

「愛
国
」
を
主
張

す
る
彼
ら
に
よ
る
反
体
制
運
動
は
、

つ
い
に
衝
突
事
件

へ
と
発
展
す

る
。
同
年

一
二
月

一
〇
日
、
党
外
人
士
に
よ
り
高
雄
で
強
行
さ
れ
た

世
界
人
権
デ
ー
の
記
念
活
動
は
、

つ
い
に
警
官
隊
と
衝
突
し
た
。
こ

ム
お
　

れ
が

「美
麗
島
事
件
」

(別
称

「高
雄
事
件
」
)
で
あ
る
。
国
民
党
当

局
は
党
外
勢
力
関
係
者

の
大
規
模
捜
査
を
展
開
し
た
結
果
、
当
日
現

場
に
い
な
か

っ
た
魏
廷
朝
や
邸
変
彬
ら
も

「主
犯
格
」
と
し
て
逮
捕

ム　
　

さ
れ
て
い
る
。

国
民
党
に
よ
る

一
斉
捜
査
と
逮
捕
は
国
際
的
関
心
を
招
き
、
米
国

政
府
も

「台
湾
関
係
法
」
に
基
づ
き
当
地

の
人
権
状
況
に
監
視

の
目

を
光
ら
せ
た
。
ま
た
民
主
党
の
エ
ド
ワ
ー
ド

・
ケ
ネ
デ
ィ
上
院
議
員

は

「公
正
な
裁
判
」
を
強
硬
に
求
め
、
国
際
人
権
保
護
団
体
や
在
米

台
湾
人
団
体
も
同
様

に
積
極
的
に
働
き
か
け
た
。
海
外

の
強
力
な
圧

力
に
応
じ
る
か
た
ち
で
、
国
民
党
は
軍
事
法
廷
の
審
議
過
程
を
外
国

メ
デ
ィ
ア
や
人
権
団
体
に
対
し
て

一
語

一
句

に
わ
た
り
完
全
公
開
す

バお
　

る
こ
と
に
同
意
し
た
。

国
民
党
中
央
が
美
麗
島
事
件
の
関
係
者
に
対
す
る
審
理
を
完
全
公

開
す
る
と
決
定
し
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
被
告
ら
の
人
権
保
護
に
寄

244



与
し
た
。

し
か
し
よ
り
重
要

な
の
は
、
美
麗
島
事
件
の
被
告
た
ち

の

政
治
理
念

を
各
種

メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
た
こ
と
で
、
台
湾
内
外

の

人
々
に
そ

の
理
念
が
周
知
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
反
体
制
派

の
政
治
主
張
が

一
九
六
〇
年
代
以
降
初
め
て
広
範

に
新
聞
報
道
さ
れ

た
。
こ
の
と
き
美
麗
島
事
件

の
被
告
た
ち
は
、
当
局
や
メ
デ
ィ
ア
に

よ
っ
て
暴
徒
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
流
布
さ
れ
た
も
の
の
、
事
件
後
に

党
外
運
動

が
継
続
さ
れ
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
意
義
が
看
取
さ
れ
た
。

四

衰
退
と
転
形
期
1

一
九
八
〇
～

一
九
八
六
年

一
九
六

〇
年
以
降
、
蒋
介
石
総
統
の
三
期
連
任
や

『自
由
中
国
』

雷
震
事
件

の
勃
発
な
ど
、

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
的
統
治
の
恐

怖

に
包
ま
れ
た
台
湾

で
は
、
反
体
制
的
な
勢
力
や
世
論
は
す

っ
か
り

影
を
潜
め
た
。
こ
れ
と
対
照
的

に

一
九
七
九
年

の
美
麗
島
事
件
を
契

機
と
し
て
、
ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制

は
衰
退
し
始
め
る
。

こ
れ
は
台
湾

の
政
治
面
と
は
別
に
、
国
際
お
よ
び
国
内

の
社
会
経

済
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
ず
米
国
の
戦
略
的
意
義

(権

益
)

の
転
換

が
あ
る
。
と
り
わ
け
台
湾
関
係
法

の
レ
ジ
ー
ム
の
下

で
、
台
湾

の
人
権
と
政
治
改
革
に
対
し
て
関
心
が
払
わ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

一
九
八
三
年
八
月

一
五
日
、
米
国
下
院
外
交
委
員
会
ア
ジ

ア
太
平
洋
小
委
員
主
任

の
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ソ
ラ
ー
ズ
議
員
は
、
訪
台

の
折
に
党
外
人
士
に
よ
る
歓
迎
会
に
出
席
し
て
い
る
。
そ
の
後

一
九

八
七
年
六

月
二
三
日
に
は
、
彼
が
議
会
に
提
案
し
た
国
民
党
当
局
に

対
し
て
民
主
化
改
革
と
国
会
全
面
改
選
を
要
求
す
る

「台
湾
民
主
法

ム
お
　

案
」
が
、
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
社
会
経
済
の
構
造
変
動
は

市
民
の
教
育

レ
ベ
ル
を
向
上
さ
せ
、
生
活
水
準
を
も
引
き
上
げ
た
。

そ
し
て
よ
り
多
く

の
人

々
が
政
治
参
加

に
関

心
を
寄
せ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

一
九
七
五
年
の

『台
湾
政
論
』
創
刊
以
来

、
例
え
ば
康
寧
祥

『問

政
三
年
』
や
許
信
良

『
風
雨
之
声
』
の
よ
う
に
、
党
外
人
士

は
政
治

活
動
や
そ
の
理
念
を
広

め
る
た
め
に
雑
誌
や
書
籍
を
活
用
し
て
き

た
。
民
主
理
念
の
高
揚
と
国
民
党
批
判
を
展
開
す
る
刊
行
物

に
対
し

て
、

一
時
は
厳
格
な
取
締
り
が
み
ら
れ
た
が
、

一
九
八
三
年
以
降
は

一
転

こ
の
種
の
雑
誌
が
急
速
に
増
加
し
た
。

一
方
、

一
九
七
七
年
に

五
か
所

の
公
職
選
挙
所
か
ら
始

ま

っ
た
党
外
勢
力

の
選
挙
キ
ャ
ン

ペ
ー

ン
は
、
美
麗
島
事
件
後
に
熟
成
さ
れ
全
島
挙
げ

て
の
も
の
と

ムれ
　

な

っ
た
。
彼
ら
は
過
去

の
選
挙

で
も
共
同
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
発
表
を
通

じ
て
民
主
理
念
の
普
及
に
努
め
て
き
た
が
、

一
九
八
三
年
に
は

「党

外
中
央
後
援
会
」
と
し
て
二
十
数
項
目
の
共
同
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
発
表

ム　
　

し
た
。
彼
ら
の
政
党
結
成

へ
の
う
ご
き
は
、
中
央
民
意
代
表
選
挙
前

の

一
九
八
六
年
九
月
二
八
日
に
党
外
後
援
会

の
公
認
候
補
推
薦
大
会

ハ　
　

で
民
主
進
歩
党
と
し
て
結
実
し
、
こ
こ
に
党
禁
は
打
破
さ
れ
た
。
長

期
に
お
よ
ぶ
戒
厳
令

に
対
し
て
鄭
南
熔
ら
を
中
心
と
す
る
党
外
新
世

代
は
、

一
九
八
六
年
五
月

一
九
日
に
五

一
九
緑
色
行
動
委
員
会
を
設

バれ
　

立
し
、
戒
厳
令

の
解
除
を
求
め
デ
モ
を
展
開

し
た
。
こ
う
し
た
政
治

改
革

へ
む
け
た
主
張
と
行
動

は
、
国
民
党
内
部

に
も
改
革

へ
の
圧
力

を
生
み
出
し
て
い
く
。
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一
九

八
〇
年
代
よ
り
頻
発
す
る
人
権
、
政
治
事
件
も
ま
た
、
蒋
経

国
を
改
革
推
進

へ
と
駆
り
立

て
た
要
因
で
あ
っ
た
。

一
九
八

一
年
、

米
国
力
ー
ネ
ギ
ー

・
メ
ロ
ン
大
学
の
陳
文
成
博
士
が
、
警
備
総
部

の

事
情
聴
取

を
受
け
た
後
に
台
湾
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
て
遺
体

で

ム
れ
　

発
見
さ

れ
た
。
そ
の
死
因
は
不
明
な
が
ら
、
党
外
人
士
は
警
備
総
部

バ
だ
　

の
関
与

を
疑

っ
た
。
ま
た

一
九
八
四
年

に
は
、
『
蒋
経
国
伝
』
の
著

者
と
し

て
有
名
な
江
南

(本
名

"
劉
宣
良
)
が
、
サ

ン
フ
ラ

ン
シ
ス

コ
近
郊

の
自
宅
で
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。
捜
査
に
よ
れ
ば
、
竹
聯
幕

の

陳
啓
禮
や
呉
敦
ら

の
ほ
か
に
、
国
防
部
軍
事
情
報
局
長

の
江
希
苓
ま

で
も
が
関
与
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
八
五

年
に
台
北
第
十
信
用
合
作
社

の
金
融
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
発
覚
し
、
政

府
は
二
月
八
日
に
業
務
停
止
命
令
を
出
し
た
が
、
二
月

=

日
に

な

っ
て
よ

う
や
く
営
業

を
停
止
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階

で
巨
額

の
資
金
流
出
が
発
覚
す
る
と
い
う
事
態
を
招
き
、
最
後
は
財
政
部
長

で
あ

っ
た
陸
潤
康
と
徐
立
徳

の
引
責
辞
任
に
よ
り
事
態

の
収
束
が
図

ムわ
　

ら
れ
た
。

陳
文
成

事
件
と
江
南
事
件
は
、
国
内
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
大
々
的
な

報
道

・
批
判

の
標
的
と
な

っ
た
の
み
な
ら
ず
、
米
国
か
ら
の
介
入
を

も
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
殊
に
江
南
事
件
で
は
蒋
経
国
の
息
子
、
蒋
孝

バわ
　

武
に
ま

で
捜
査
が
及

ん
だ
た
め
、
米
国
は
こ
の

一
件
に
つ
い
て
格
段

の
関
心
を
寄
せ
た
。

こ
れ
ら

一
連
の
事
件

の
結
果
、
蒋
経
国
お
よ
び

国
民
党
は
大
き
く
そ

の
権
威
を
失
墜
さ
せ
た
た
め
、
蒋
経
国
は
総
統

ポ
ス
ト

の
継
承
に
つ
い
て
声
明
を
発
表
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
次
期

総
統
は
憲
法
に
則
り
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
蒋
家

の
者
が
継
承
す
る
こ

と
は
な
く
、
憲
政
体
制

の
下

で
の
交
代
は
将
来
に
わ
た
り
台
湾
政
治

ハお
　

の
重
要
方
針
で
あ
る
、
と
明
言
し
た
。

一
九
八
六
年
九
月
二
八
日
、

民
進
党
は
党
禁
を
破

っ
て
結
成
さ
れ
た
が
、
蒋
経
国
は
こ
れ
を
厳
重

　あ
　

処
分
す
る
こ
と
な
く
反
体
制
政
党
の
結
党
を
黙
認
す
る
。
当
然
こ
の

決
定
と
蒋
経
国

の
政
治
路
線
は
連
動
し
て
い
る
。

一
九
七
九
年
に
米

国
と
中
華
人
民
共
和
国
が
正
式
に
外
交
関
係

を
樹
立
し
て
以
降
、
中

国
は
台
湾

に
対
し
て

「和
平
統

=

へ
の
攻

勢
を
積
極
的

に
か
け
て

お
り
、
蒋
経
国
は
四
月
四
日
の
国
民
党
中
央
常
務
委
員
会

に
お
い
て

「
(共
産
党
と
は
)
妥
協

せ
ず
、
接
触
せ
ず
、
交
渉
せ
ず
」
の
い
わ
ゆ

る
三
不
政
策
の
限
界

に
言
及
し
た
。
彼
は
中

国
側
に
よ
る

「統

一
」

を
拒
む
が
ゆ
え
に
、
米
国
の
支
持
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
同
国
の

政
治
改
革

の
圧
力
に
正
面
き

っ
て
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

蒋
経
国
は
、
ワ
シ
ン
ト

ン

・
ポ

ス
ト
紙
の
キ
ャ
サ
リ
ン

・
グ
ラ
ハ

ム
社
主
と
の
会
見
で
、

い
か
な
る
新
党
も
、

中
華
民
国
憲
法

の
遵

守
、
反
共
国
策
の
支
持
、
台
湾
独
立
派
と

一
線
を
画
す
、
と

い
う
三

　
り
　

原
則
を
提
起
し
た
。

そ
の
後
、
国
民
党
当
局
も
こ
の
三
原
則
に
基
づ
き
戒
厳
令
を
解
除

　
れ
　

す
る
。
ま
ず
、

一
九
八
七
年
六
月
に

「国
家
安
全
法
」
を
制
定
し
た

が
、
上
記
三
原
則
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
の
法
律

に
は
、
「人
民
に
よ

る
集
会
お
よ
び
結
社
は
、
憲
法
に
違
反
、
共
産
主
義
を
主
張
、
ま
た

は
国
土
分
裂
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
明
記
さ
れ

る

一
方
で
、
罰
則
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
国
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民
党

の
主

導
に
よ
り

「反
乱
鎮
定
動
員
時
期
公
職
人
員
選
挙
罷
免

法
」
と

「公
職
人
員
選
挙
罷
免

法
」
に
つ
い
て
も
同
様

の
文
言
を
付

加
し
、
罰
則
が
規
定
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
蒋
経
国
の
三
原
則
に
効
力

を
も
た
せ
た
こ
と
で
、
台
湾
独

立
論
の
拡
大
を
制
限
し
え
た
。
し
か

し
、
戒
厳
令

の
解
除
後

も
な

お
反
乱
鎮
定
動
員
体
制

は
存
続
し
、

「懲
治
反
乱
条
例
」
に
よ

っ
て
上
記
三
原
則
の
違
反
を
も

っ
と
も
厳

し
く
処
罰

し
た
。
こ
の
三
原
則

は
、
蒋
経
国
の
政
治
改
革

の
領
域
を

考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
、
反
乱
鎮
定
動
員
の
終
結
、

「懲
治

反
乱
条
例
」
廃
止
、
お
よ
び

「刑
法

一
〇
〇
条
」
の
改
定
後
、
人
民

の
政
治
的

主
張
を
抑
圧
し
た
法
規
と
し
て
も
際
立

っ
た
意
義
を
有

す
。「国

安

法
」
第
九
条
で
は
、
戒
厳
時
期

に
は

「刑
事
裁
判
で
有
罪

バ
れ
　

が
確
定

し
た
者
は
、
上
告
ま
た

は
控
訴
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
」、

戒
厳
時
期

の
内
乱
や
侵
略
行
為
に

つ
い
て
刑
法
に
抵
触
す
る
と
嫌
疑

を
か
け

ら
れ
軍
事
法
廷

で
審
議
中

の
者
は
、
「戒
厳
法
」
第
十
条
に

バの
　

基
づ
き

一
般
法
廷
に

「上
告
」
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。
当
時
、

司
法
体
系
と
軍
法
体
系
は
関
連
性
が
な
く
、
改
め
て

一
般
法
廷
で
の

審
理
が
求

め
ら
れ
た
。
国
安
法
に
よ
り
国
民
党
は
歴
史

の
清
算
を
回

避
し
た
が
、
そ
の
た
め
台
湾

は
今
日
に
至

っ
て
も
な
お

「移
行
期
正

ム
　
　

義
J
(T
ran
sition
alJu
stice
)
を
体
得
し
え
て
い
な

い
。

ま
た
万
年
国
会

に
関

し
て
蒋
経
国
は
、

一
九
八
七
年
八
月
七
日

に
、
国
民
党
の
中
央
政
策
部
門
に
中
央
民
意
代
表
の
機
構
改
革
に
つ

い
て
速
や

か
に
研
究
す
る
よ
う
指
示
し
、
希
望
退
職
制
度

の
導
入
を

バ
　
　

主
張
す
る
な
ど
世
代
交
代

へ
向
け
た
作
業
を
進
め
た
。
国
会

の
全
面

改
選
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
蒋
経
国
は
晩
年

の

一
九
八
八
年

一
月

一
日
よ
り

「報
禁
」

(新
規
新
聞
発
行
禁
止

)
解
除
を
実
施
し
、
台

ム
　
　

湾
メ
デ
ィ
ア
の
開
放
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。

上
述

の
と
お
り
、
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
て
後
も
自
由
権
は
完
全
に

保
障
さ
れ
ず
、
台
湾
の
民
主
化
が
成
就
し
た

わ
け
で
も
な

い
。
改
革

へ
の
取
り
組
み
は
、

一
九
九
二
年

の
刑
法

一
〇
〇
条
の
改
正
を
も

っ

て
よ
う
や
く
ひ
と
段
落

つ
い
た
と

い
え
よ
う
。

国

自
由
化
・民
主
化

へ
む
け
た
改
革
ー
1

一
九
八
七
年
以
降

蒋
経
国
の
死
後
、
総
統
就
任
を
果
た
し
て
間
も
な

い
李
登
輝
は
、

権
力
基
盤
が
不
安
定
で
あ

っ
た
た
め
に
、
蒋
経
国

の
描

い
た
青
写
真

ムが
　

の
と
お
り
に
改
革
を
進
め
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
民
進
党

と
世
論

の
改
革
要
求
を
受
け
、

一
九
九
〇
年

の
総
統
選
で
勝
利
し
た

彼
は
積
極
的

に
改
革
を
推
進
し
始
め
る
。

一
九
九
〇
年
六
月

二

一

日
、
大
法
官
会
議
は
司
法
解
釈
第
二
六

一
号
解
釈
を
採
択
し
、
第

一

期
中
央
民
意
代
表

の
退
職
期
限
を

一
九
九

一
年

一
二
月
末
と
規
定

ム
ゐ
　

し
た
。
同
年

一
二
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
国
民
党
中
央
常
務
委
員

会
で
は
、
い
わ
ゆ
る

=

機
関
二
段
階
」

の
憲
政
改
革
プ

ロ
セ
ス
が

ム　
　

議
決
さ
れ
る
。

一
九
九

一
年
四
月
二
二
日
、
国
民
大
会
臨
時
会
義
に

お
い
て

「第

一
段
階
の
憲
政
改
革
」
が
行
わ

れ
、
「反
乱
鎮
定
動
員

　れ
　

時
期
臨
時
条
項
」
の
廃
止
が
決
定

さ
れ
た
。

一
九
九

一
年

一
二
月
ニ

ム
の
　

一
日
に
第
二
期
国
民
大
会
代
表
選
挙
が
、
そ

し
て

一
九
九
二
年

一
二
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バ
　
　

月

一
九

日
に
は
第
二
期
立
法
委
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
万
年
国
会
の
全

面
改
選

へ
の
幕
開
け
と
な

っ
た
。

中
央

民
意
代
表
の
全
面
改
選

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
表
面
上
は

自
由
民
主
化
改
革
が
段
階
的
に
完
成
し
つ
つ
あ
る
か
に
見
え
た
が
、

現
実
は
そ
う

で
な
か

っ
た
。

一
九
九

一
年
五
月
九
日

に
勃
発
し
た

「独
立
台
湾
会
事
件
」
が
国
家
転
覆
活
動
と
み
な
さ
れ
た
と
お
り
、

ムの
　

言
論
や
思
想

の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な

い
。
し
か
し

改
革

へ
の
激
し
い
社
会
的
要
求

に
対
応
し
、
国
民
党
中
央
は

「懲
治

ムぬ
　

反
乱
条
例
」
を
廃
止
す

る
方
針
を
固
め
る
。
さ
ら
に
五
月

一
七
日
、

民
進
党

に
よ
り
立
法
院

に
提
出
さ
れ
た

「懲
治
反
乱
条
例
」
決
議
案

は
、
国
民
党
両
大
増
員
立
法
院
委
員
系
列

の
集
思
会
お
よ
び
新
国
民

バ　
　

党
連
線

の
支
持
を
受

け
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「独
立
台
湾
会
」

検
挙
の
根
拠
が
刑
法

一
〇
〇
条
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、
台
湾
大
学
教
授

の
陳
師
孟
、
林
山
田
、
張
忠
棟
、
中
央
研
究
院
士
の
李
鎮
源
、
そ
し

て
比
較
法
学
会
理
事
長

の
陳
伝
岳

ら
は
、
九
月
二

一
日
に

「
一
〇
〇

バお
　

行
動
聯
盟
」
を
立
ち
上
げ
、
刑
法

一
〇
〇
条

の
廃
止
を
訴
え
た
。

一

九
九
二
年
五
月

一
五
日
、
立
法
院

は

「廃
止
で
な
く
修
正
に
と
ど
め

る
」
と

い
う
原
則
に
則
り
、
第

一
項
に

つ
い
て

「実
行
犯
」
か
ら

「暴
力
ま
た
は
脅
迫

に
よ
る
実
行
犯
」

へ
と
改
定
、
適
用
範
囲
を
限

定
し
た
。

同
時
に
第

二
項
の

「陰
謀
」
を
削
除
し

「予
備
犯
」
だ
け

バね
　

を
残
し
た
。
今
回

の
修
正
に
よ

っ
て
当
該
条
例

の
完
全
廃
止
に
は
至

ら
な
か

っ
た
も
の
の
、
こ
れ
以
降
、台
湾
で
は
思
想
や
言
論
を
め
ぐ

っ

て
内
乱
罪

に
問
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
民
主
と
自
由
が
確
保
さ
れ
た
。

結
び
に
か
え
て

1

蒋
経
国
に
よ
る
政
治
改
革
を
め
ぐ
る
再
評
価

こ
れ
ま
で
、
戦
後
五
十
数
年
間
に
お
よ
ぶ
国
民
党
当
局
の
台
湾
統

治
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
自
由
化

・
民
主
化

へ
の
改
革
プ

ロ
セ
ス
を

み
て
き
た
が
、
そ
の
根
本
に
あ

っ
た

の
は
ス
ト
ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主

義
体
制

に
基
づ
く
強
力
な
台
湾

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
だ
っ
た
。

一
九
五
〇

年
代
、
蒋
経
国
は
国
民
党
中
枢

の
み
な
ら
ず
、
蒋
介
石
の
強
力
な
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
政
府
部
門
に
も
進
出
し
、
特

務
組
織

の
統
括
権
を
掌

握
し
た
ほ
か
、
軍
事
部
門
や
教
育
系
統

で
も
権
力
を
獲
得
す
る
。

一

九
六
〇
年
代
半
ば
よ
り
、
行
政
院
長
を
退

い
た
陳
誠
と
は
対
照
的
に

彼

の
発
言
力
は
日
増
し
に
高
ま
り
、

一
九
七

二
年
に
行
政
院
長
に
就

任
す
る
。
蒋
介
石
の
亡
き
後
は
、
国
民
党
主
席

に
次

い
で
総
統
に
選

出
さ
れ
る
も
、
白
色
テ
ロ
を
め
ぐ
る
人
権
弾

圧
で
は
多
く
の
批
判
を

浴
び
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
も
戒
厳
令

の
解
除
な
ど

一
連

の
改
革

が
推
進
さ
れ
る

一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
、

彼
は
大
陸
文
化
や
メ

デ
ィ
ア
、
世
論
に
対
し
て
強
圧
的
措
置
を
講

じ
続
け
た
。
そ
の
後
、

特
務
組
織
を
直
接
管
轄
す
る
立
場
で
は
な
く
な

っ
た
が
、
国
民
党
当

局

の
実
質
的
指
導
者
と
し
て
人
権
侵
害
行
為

を
重
ね
た

「政
治
責

任
」
と

「歴
史
的
責
任
」
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
。

一
九
七
〇
年
代
初
頭
、
為
政
者
と
な

っ
た
蒋
経
国
は

「革
新
保

台
」
路
線
の
政
治
改
革

に
着
手
す
る
。

こ
れ
は
、
大
き
く
損
な
わ
れ
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た
国
民
党

の
国
際
的
正
統
性
を
補
強
す
る
目
的
で
展
開
さ
れ
た
、

い

わ
ゆ
る

「本
土
化
」
ま
た
は

「政
治
改
革
」
を
含
む
限
定
的
改
革
で

あ

っ
た
。

台
湾
籍
を
有
す

「青
年
才
俊
」
(政
治

エ
リ
ー
ト
)
を
中

央
政
府
や
国
民
党
要
職

に
抜
擢
し
た
ほ
か
、
中
央
民
意
代
表

の

「増

加
定
員
選
挙
」
が
実
施
さ
れ
、
台
湾
籍
を
有
す
政
治

エ
リ
ー
ト
が
中

央
政
界

へ
進
出
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
央

政
界
を
牛
耳
る
の
は
旧
態
依
然
と
し
て
国
民
党

エ
リ
ー
ト
層

で
あ
る

こ
と
に
変

わ
り
は
な
か

っ
た
。

米
中
国
交
正
常
化
に
と
も
な
い
、
米
国
に
よ
る
中
華
民
国
の
承
認

取
り
消
し

と
米
華
相
互
防
衛
条
約
の
破
棄
は
、
台
湾
社
会
に
重
大
な

衝
撃
を
も

た
ら
し
た
。
し
か
し
、
党
外
運
動
が
美
麗
島
事
件
後
も
改

革

へ
の
要
求
を
訴
え
続
け
ら
れ
た
の
は
、
米
国
が
支
持
す
る

「台
湾

関
係
法
」

と
台
湾
内
部

の
改
革
に
緊
密
な
連
関
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。

一
九
八
〇
年
代
を
通
じ
て
高
ま

っ
た
内
外
の
改
革
要
求
と
各
種
事
件

に
よ
り
、

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制
は
弱
体
化
し
て
い
く
。

一
九
八
六
年

に
蒋
経
国
は
自
由
化
改
革
を
決
断
し
、

一
九
八
七
年
、

戒
厳
令

の
解
除
、
党
禁

お
よ
び
報
禁
の
解
放
を
実
施
す
る
。

こ
れ
に

「国
家
安
全
法
」
を
中
核
と
す
る

「国
安
三
法
」
を
組
み
合
わ
せ
た

の
が
、
限
定
的
改
革

の
特
徴

で
あ
る
。
と
は
い
え
彼
に
は
反
乱
鎮
定

動
員
体
制

を
や
め
る
意
思
は
な
く
、
中
央
民
意
代
表

の
定
員
を
増
加

し
た
だ

け
で
万
年
国
会
は
存
続
さ
せ
た
。
李
登
輝
が
総
統
ポ

ス
ト
を

継
承
し
、

反
乱
鎮
定
動
員
体
制
に
終
止
符
が
打
た
れ
、
対
外
的
に
は

中
華
人
民

共
和
国
を
承
認
す
る
こ
と
で

「
一
つ
の
中
国
」

の
提
起
に

こ
ぎ

つ
け
た
。
対
内
的
に
は
憲
政
体
制

へ
の
回
帰
を
め
ざ
し
、
国
会

の
全
面
改
選

へ
と
踏
み
き
る
こ
と
で
、
民
意
を
基
盤
と
す
る
統
治
者

の
正
統
性
を
獲
得
し
て
い
く
。

「懲
治
反
乱
条
例
」

の
撤
廃
と
刑
法

一
〇
〇
条
の
改
定
に
よ
り
、
「思
想
や
言
論

に
か
か
る
内
乱
」
を
め

ぐ
る
白
色
テ
ロ
の
時
代
は
終
わ
る
。

一
連
の
改
革
プ

ロ
セ
ス
を
通
じ

て
、
ス
ト
ロ
ン
グ

マ
ン
権
威
主
義
体
制
と
い
う
名
称
も
過
去

の
も
の

と
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
蒋
経
国
に
よ
る
政
治
改
革
は
、

ス
ト

ロ
ン
グ

マ
ン
権
威

主
義
体
制
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年

代
初
頭
よ
り
彼
の
死
去
に
至
る
過
程
で
、
人
民
の
政
治
空
間
は
日
増

し
に
拡
充
さ
れ
た
も
の
の
、
「万
年
国
会
」

が
存
続
す
る
以
上
、
人

民
が
選
挙

に
よ

っ
て
為
政
者
を
決
定
す

る
こ
と
は
か
な
わ
な
か

っ

た
。
ま
た
、
国
民
党

の
統
治
体
制

に
反
対
す

る
者
は
内
乱
罪
に
問
わ

れ
か
ね
ず
、
戒
厳
令

の
解
除
後

の
司
法
救
済
措
置
さ
え
も
凍
結
さ
れ

て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
が
晩
年
に
推
し
進
め
た
改
革
は
、
戦
後

台
湾
に
お
け
る
政
治
改
革
の
重
要
な

一
歩
で
あ
り
、
後
世
に
大
い
な

る
意
義
を
残
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
改
革
に
よ

っ
て
民
主
化
が
達
成

さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、

「戒
厳
法
」
の
改
革

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
は
、
戦
後
台
湾
政
治
史

に
お
け
る
蒋

経
国
の
評
価
を
検
討
す

る
際
に
、
看
過
す
べ
き
で
な

い
。
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「権

威

的

パ

ト

ロ

ン
ー
ク

ラ

イ

ア

ン
ト

体

系

」

と

は
、

権

威

主

義

体

制

の

下

で

パ

ト

ロ

ン
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ク

ラ

イ

ア

ン

ト

関

係

を

通

じ

て
実

行

さ

れ

る

政
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社

会

シ

ス

テ

ム

へ
の
動
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を
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の
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制
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全
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主
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る
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制

で

あ

り
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限

ら

れ

た

範

囲

で

の
多

元

主

義

が

許

さ

れ

た

政

治

参

加

を

特

徴

と

す

る
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戦

後

台

湾

で
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国

民

党

政

府
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党

、

政
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軍

、

特

務

組
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な

ど

フ
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ー
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ル

お

よ

び
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ン
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な
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組

織
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じ

て
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を

統

治

し

た

が

、

パ
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体
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、
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る
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体
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は
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て
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る
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が
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テ

ム

で

あ

る

。

N
aiT

h
e
W

u
,
"T
h
e
P
o
li
tics
o
f
a

R
eg
im
e
P
atro
n
ag
e

S
y
stem
:

M

o
b
ili
z
atio
n

a
n
d

C
o
n
tro
l
w
ith
in

a
n

A
u
th
o
ritarian

R
eg
im
e
,"

P
h
.D
.
T
h
e
sis,
D
p
t.
o
f
P
o
li
tica
l
S
c
ie
n
c
e
,
U
n
iv
e
rsity

o
f
C
h
ic
ag
o
,

1
9
8
7
,p
p
.
1
6-
2
3
;
陳

明

通

『派

系

政

治

與

台

湾

政

治

変

遷

』

台

北

"

新

自

然

主

義

"

X
10

0

1
年

、

一
-
八

頁

。

〈
4

)

C
h
e
n
g
,

T
u
n
-
je
n
,

"D
e
m
o
c
ra
tiz
in
g

th
e

Q
u
as
i-L
e
n
in
ist

R
e
g
im
e
in
T
a
iw
an
,"
W
orld
P
o
litics,
V
o
l.
4
1
,N
o
.
4
(Ju
l.,
1
9
8
9
),
p
p
.

4
7
1
-
4
9
9
°

〈
5
>

王
振

簑

「台

湾

的
政

治
伝

型

与
反

対

運
動

」

『
台

湾

社
会

研

究

季

刊
』
第

二
巻
第

一
期

(
一
九
八
九

年

三
月

)
、
七

一
-

一
一
六
頁

。

〈6
>

若
林
正
丈
著
、
洪
金
珠

・
許
侃
賢
訳

『台
湾
-

分
裂
国
家
與

民

主

化

』

台

北

"
月

旦

出

版

社

、

一
九

九

四

年

、

三

一
1

四

五

頁

。

〈
7

>

E
d
w
in
A
.
W

in
c
kler,
"In
stitu
tio
n
a
li
z
a
tio
n
a
n
d

P
a
r
ticip
atio
n

o
n

T
aiw
an
:

F
ro
m

H
ard

to

S
o
ft

A
u
th
o
rita
ria
n
ism

,"

C
h
in
a

Q
u
a
rterly
,
N
o
.9
9
(S
e
p
.,
1
9
8
4
),
p
p
.
4
8
1-
4
9
9
.

〈
8

>

原

則

的

に

ス
ト

ロ

ン

グ

マ

ン

の
意

思

は

台

湾

政

治

の
発

展

に
多

大

な

影

響

を

及

ぼ

し

た

。

少

な
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と

も
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九
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以

前
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グ
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意

思

は
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治
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タ
ー

で
あ

っ
た
。

法
的
根

拠

を
も

た
な

か

っ
た
国
防

会
議

が
国

家
政

策

の
方
向
性

を
確

定

し
て

い
た

こ
と

は
、
よ

い
事
例

で
あ

る
。
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李
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憲
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台
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出
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『台

湾

に

お
け

る

一
党

独
裁

体

制

の
成

立

』
東

京

H
慶
慮

義

塾

大

学

出

版

会

、

二
〇

〇

六

年

、

三

二
頁
。

〈
15
>

醇
化

元

、
前

掲

『
『
自

由

中

国
』

與

民
主

憲

政

』

四
六

ー
四
七

頁

、

伊
原

吉
之

助

『台

湾

の
政
治

改
革

年
表

・
覚

書

(
一
九

四
=
丁

一
九

八
七

)
』
奈

良

"
帝
塚

山
大

学
、

一
九
九

二
年
、

九
九

頁
。

〈
16
>

前

掲

『
台

湾

歴

史

年

表

終

戦
編

1
』

一
七

二

頁
、

『
中

央

日

報

』

一
九

五
〇

年

一
〇
月

二
〇

日
。

〈
17
>

「本
党

改

造
案

(
一
九

五

〇
年
七

月

二

二
日
)
」

喬
寳

泰
主

編
、

劉

維

開
監

修

『
中

国
国
民

党
党
務

発
展

史
料

l
I
中

央

改
造
委

員
会

資
料

彙
編

』
上

冊

、
台
北

"
近
代

中

国
出
版

社

、

二
〇

〇
〇
年

、

二

三
頁

、

許
福

明
、
前

掲

『
中

国

国
民

党

的
改

造

』

七

七
、
九

九

-

一

〇

四
頁
。

〈
18
>

若
林

、
前

掲

『
台
湾

分
裂

国
家

與
民

主
化

』

九
九
頁

、
前

掲

『
台
湾

歴
史

年
表

終

戦
編

1
』
九

〇
頁

。

〈
19
>

前
掲

『
台
湾

歴
史
年

表

終
戦
編

1

』

一
二
六

、
一
二
八
頁
。

〈
20
>

か

つ
て
政
治

行
動
委

員
会

に
た
ず

さ
わ

っ
た

孫
家

頗

は
、

ひ
と

た
び

総

統
府

機
要

室
資
料

組

の
文
書

に
蒋

経

国

の
印
章

が
押

さ

れ
れ

ば

、
特

務
系

統
機

関

の

い
か

な

る
関

与

も
受

け

る

こ
と
な

く
党

お
よ

び
行

政

プ

ロ
セ

ス
に
介

入

し
え
た
、

と
指

摘

し

て

い
る
。
若

林
正

丈

著

、
頼

香
吟

訳

『
蒋
経

国
與

李
登
輝

』
台

北

"
遠

流
出

版

社
、

一
九

九

八
年

、

八

二
頁

、

江
南

『
蒋

経

国
伝

』

(
ロ
サ

ン
ゼ

ル

ス

"
米

国
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論
壇

出
版
社

、

一
九

八

四
年

、

二
三

八
頁

。

〈
21
>

「政

治
行

動
委

員

会
」

の
改

組

過
程

に

つ
い
て
は
、

伊

原
吉

之

助

『
台
湾

の
政
治

改

革
年

表

・
覚

書

(
一
九

四
三

ー

一
九
八

七

)
』

七
七
頁

を
参

照
。

〈
22
>

前

掲

『
台
湾

歴
史

年
表

終

戦
編

1
』

一
〇

六
頁

、

『台

湾
新

生

報
』

一
九
五

〇
年

三
月

二

三
日
。

〈
23
>

「中
華

民

国

四
十

一
年

青

年

節
告

全

国

青
年

書

(
一
九

五

二
年

三

月

二
九

日

)
」
蒋

中

正

『
先

総

統
蒋

公

対

青
年

的

訓
示

』

台
北

"

正
中
書

局
、

一
九

八
六

年
、

一
〇

五
頁

、

小
谷

豪
治
郎

著
、

陳
鵬

仁

訳

『蒋

経
国

先
生

伝
』

台
北

"
中

央

日
報

出
版

部
、

一
九
九

〇
年

、

二
二
六

頁
。

(
N
)

N
aiT
h
e
W

u
,
"T
h
e
P
o
li
tics
o
f
a
R
eg
im
e
P
atro
n
ag
e
S
y
stem
:

M
o
b
ili
z
a
tio
n

a
n
d

C
o
n
tro
l
w
ith
in

a
n

A
u
th
o
rita
rian

R
e
g
im
e
,"

C
h
ic
ag
o
:
U
n
ive
r
sity
o
f
C
h
ic
ag
o
,
P
h
°U
°
D
isse
rta
tio
n
,
1
9
8
7
,
p
p
.

1
3
3-
1
3
7
;
若

林
、

前
掲

『
台

湾
-

分

裂

国

家

與

民
主

化

』

一
二

一
頁
。

〈
25
>

醇

化
元

、
前

掲

『
『
自

由

中

国
』

與

民
主

憲

政
』

四
八

-

四
九

頁

。

〈
26
>

の
ち

に
呉

国

槙

は
雷
震

に
対

し

、
救

国
団

の
設
立

を

め
ぐ

り
予

算
計

上

に
消
極
的

で
あ

っ
た

こ
と
が

、
蒋
経

国

の
不
満

を
招

い
た
、

と

語

っ
て

い
る
。

雷

震

『
雷

震

回
憶

録

我

的

母
親

続

編

』

香

港

"
七
十

年
代
雑

誌
社

、

一
九
七

八
年

、

八

三
頁

。

〈
27
>

Ω
゜
K
en
n
a
n

は
当

時

の
米

国

の
基

本

戦
略

に

つ
い
て
、
反

共
政

策
を

重
視

す

る
が

ゆ
え

に
非

民
主

主
義

国
家

で
あ

っ
た

ギ
リ

シ
ア
と

ト

ル

コ
の
N

A
T

O
加

盟

を
認

め
た
点

を
挙

げ
、

ト

ル
ー

マ
ン

・
ド

ク

ト

リ

ン
お

よ
び

冷

戦

政

策

の
特

徴

を
指

摘

し

た
。

O
°
K
e
n
n
an
,

M

em
o
irs:
1
92
5
-
1
95
0
,N
e
w
Y
o
rk
:
B
an
tam
,
1
9
6
6
,p
.4
1
1
.

〈
28
>

民
主

社
会
党

首

の
張
君

勘

は
、

こ
の
件

に
関

し

て
厳

し

い
批

判

を
加

え

て

い
る
。
張

君
勘

「
軍
援

輩

台

湾
専

制

」

『
世

界

日
報

(米

国

)
』

一
九

五
七

年

五
月

二
八

日
、

同

「美

国
軍

援

與
中

国
憲

法

」

『
世

界

日
報

(
米
国

)
』

一
九

五
七

年

六

月

一
五

日
、

ま
た

=
餐

畠

は
、

「台
湾

へ
の
経
済
援

助

と
軍
事

援

助

に
よ

っ
て
、

(台

湾

の
)
対

米
依
存

が

固
定
化

さ

れ
た
と

同
時

に
、

国

民
党

の
地
位

も
強

化

さ
れ

た
」
と
指
摘

し

N

い
る
°
S
te
p
h
an
M

ark
H
a
g
g
a
rd
,
"P
ath
w
ay
s
fro
m

T
h
e
P
e
rip
h
e
ry
:
T
h
e
N
e
w
ly
In
d
u
strializ
in
g
C
o
u
n
trie
s
in
th
e

I
n
tern
a
tio
n
al
S
y
stem
,"
B
e
rk
e
ley
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
C
a
li
fo
rn
ia
,
P
h
.D
.

D
isserta
tio
n
,
1
9
83
,p
.2
2
8
°

〈
29
>

醇

化

元

、
前

掲

『
『
自

由

中

国

』

與

民

主

憲

政

』

七

一
、
一
二

〇
、
二
八

一
-

二
八

二
、
二
九

一
頁
。

〈
30
>

醇

化
元

、
前

掲

『
『自

由
中

国

』
與

民
主

憲
政

』

五
〇
頁

。

〈
31
>

『中

央

日
報
』

一
九

六
〇
年

二
月

=

二
日
、

『
台
湾

新
生

報
』

一

九

六
〇

年

二
月

=

二
日
、

『
公
論

報
』

一
九
六

〇
年

二
月

=

二
日
。

〈
32

>

前

掲

『
台
湾

歴
史
年

表

終
戦

編

1
』

三

三
〇
頁

、

C
h
in
a
P
ost,

一
九
六

〇
年

三
月

四
日
、

『
公
論

報
』

一
九
六

〇
年

三

月
四

日
。

〈
33

>

前

掲

『
台

湾

歴

史

年

表

終

戦

編

1
』

三
三

〇

頁

、

『
中

央

日

報

』

一
九
六
〇

年

三
月

一
二

日
。

〈
34

>

前

掲

『
台

湾

歴

史

年

表

終

戦

編

1
』

二
七

〇

、
二
九

〇

頁

、

『台

湾
新

生
報

』

一
九
五
七

年
六

月

二
日

。

〈
35

>

前

掲

『
台

湾

歴

史

年
表

終

戦

編

1

』

四

一
二
頁
、

『
中

央

日

報

』

一
九

六

四
年

三
月

一
三
日
。
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〈36
>

李
永
熾
監
修
、
醇
化
元
主
編

『台
湾
歴
史
年
表

終
戦
編
H
』

台
北

"
国
家
政
策
研
究
中
心
、

一
九
九
〇
年
、
八
四
頁
、
『中
央
日

報
』

一
九
六
九
年
六
月
二
六
日
。

〈37
>

『中
央
日
報
』

一
九
六
九
年
七
月

一
日
、
『中
央
日
報
』

一
九
六

九
年
八
月

一
日
。

〈38
>

雷
震
は

「知
匪
不
報
」
と
い
う
罪
名
に
よ
り
有
罪
と
な
っ
た
。

「台
湾
警
備
総
司
令
部
軍
法
処
検
送
政
治
部
劉
子
英
等
叛
乱
案
粛
好

成
果
報
告
表

(
一
九
六
〇
年

一
〇
月
二
二
日
)
」
陳
世
宏
、
張
世

瑛
、
許
瑞
浩
、
醇
月
順
編
輯

『雷
震
案
史
料
彙
編
l
I
国
防
部
梢
案

選
輯
』
台
北

"
国
史
館
、
二
〇
〇
二
年
、
五
八
〇
1
五
八
二
頁
。

〈39
>

国
民
党
中
央
委
員
会
第
四
組

『
一
年
来
宣
伝
工
作
的
検
討
』
台

北

"
編
者
印
行
、

一
九
六

一
年
、

一
-
二
頁
。

〈40
>

国
民
党
は
、
党
員
を
通
じ
て
多
額
融
資
を
投
入
す
る
こ
と
で
在

野
色
の
濃
か
っ
た

『公
論
報
』
の
経
営
に
介
入
し
た
。

〈
41
>

『中
国
時
報
』

一
九
七
二
年
五
月
二
七
日
。

蒋
介
石
の
主
治
医
で
あ
っ
た
熊
丸
は
、
蒋
介
石
夫
妻
が
交
通
事
故

に
あ

っ
て
以
後
は
、
「蒋
経
国
氏
が
総
統
名
義
で
国
家
の
大
事
を
代

理
処
理
し
た
」
と
証
言
し
て
い
る
。
陳
三
井

『熊
丸
先
生
訪
問
記

録
』
台
北

"
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、

一
九
九
八
年
、

一
二
〇

頁
。

〈42
>

戴
天
昭
著
、
李
明
峻
訳

『台
湾
国
際
政
治
史

(完
整
版
ご

台

北

"
前
衛
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
五

一
九
ー
五
五
六
頁
。

〈43
>

一
九
七

一
年

一
〇
月
二
五
日
、
国
連
総
会
は
ア
ル
バ
ニ
ア
案
を

可
決
し
、
「中
華
人
民
共
和
国
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
回
復
す
る
こ
と

を
議
決
し
、
ま
た
同
政
府
代
表
が
中
国
を
代
表
す
る
唯

一
の
合
法
政

府

で
あ

る

こ
と

を
認

め
た

」
。
外

交

部

国
際

司
編

『
中
華

民

国

出
席

聯

合

国
大

会

第

二
十

六

回
常

会

代

表

団
報

告

書

』

台

北

"
編
者

印

行

、

一
九

七

二
年
、

五

四
頁
。

〈
44
>

「対

国

是

的

明

與
建

議

」

『
台
湾

教

会

公

報

』

第

一
〇
七

六

期

(
一
九

七

二
年

一
月

一
日
)
、

一
〇

頁

、
張

景

酒

等

「
国
是

諄

言

」

『
大
学

』
第

四
六

期

(
一
九

七

一
年

一
〇
月

)
、

一
i

一
二
頁
、

陳
少

廷

「中
央

民
意

代
表
的

改

選
問

題

兼

評
周

道
済

先
生

的
方

案
」

『大

学
』
第

四
六

期

、

=
二
ー

一
六
頁

。

〈
45
>

中

央

法
規

『
台
湾

省

政

府

公
報

』

一
九

七

二
年

夏
字

第

八

号

(
一
九
七

二
年

四
月

二

日
)
、

二
頁

。

〈
46
>

こ
う
し
た

「青
年

才

俊
」

は
、

一
九

七

〇
年
代

以
前

に
は
地
方

レ
ベ
ル
で
政
治
活
動
を
行

っ
た
人
物
が
主

で
あ

っ
た
。
ぎ

霞

L
erm
an
,
"N
atio
n
a
l
E
li
te
s

an
d

L
o
c
al
P
o
li
tic
ia
n

in

T
aiw
an

,"

A
m
er
ica
n
P
o
litica
l
S
cien
ce
R
ev
iew

(D
e
c
.,
19
7
6
),
p
p
.
1
4
0
6-
1
4
2
3
°

〈
47
>

若
林

、
前

掲

『
台
湾

分

裂
国
家

與

民
主
化

』

一
八

三
頁

、

戴

天
昭
、

前
掲

『台

湾
国

際
政

治
史

(完

整

版
)
』

五
五

一
頁

。

〈
48
>

『
聯
合

報

』

一
九
七

二
年

五

月
三
〇

日
。

〈
49
>

中
央

委
員

会
考

核
紀

律
委

員

会
編

『
十

届

四
中
全

会
以
来

中

央

委

員

会
各

単

位

重

要

工

作

概

況

報

告

』

五
七

-
五

八
頁

、

李

筏

峰

『台

湾

民
主

運

動

四
〇

年
』

台

北

"
自

立

晩
報

文

化

出
版

部
、

一
九

八
七
年

、

一
〇

六
頁

。

〈
50
>

盛
竹

如

『
蛍
光

幕
前

1
ー

盛

竹
如

電
視

生
涯

回
憶

録
』

台
北

"

新

新
聞

文

化
事

業

公

司
、

一
九
九

五
年

、

一
五

〇

1

一
五

二
、
二

一

〇

1
二
二
七
頁

。

〈
51
>

例

え
ば

、

一
九
七

五
年

四

月

二
四
日

に
台
湾

キ
リ

ス
ト
長
老

教
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会
は
、
第
二
二
届
第

一
次
常
置
委
員
会
で

「閾
南
語
バ
イ
ブ
ル
お
よ

び
山
間
地
域
言
語
の
バ
イ
ブ
ル
、
詩
が
受
け
た
被
害
に
対
す
る
対
処

に

つ
い
て
」
を
審
議
し
て
い
る
。

〈
52
>

若

林

、
前

掲

『
台

湾
ー

分
裂

国
家

與

民
主

化
』

一
二
五

-

一

四
六
頁

。

〈
53
>

陶

酒

(Jay
T
ay
lo
r)

は
、
人

口

の
多

数

を
占

め

る
台
湾

籍

人
士

が
中
央

意

思
決

定

機
関

で
若

干

の
議

席

を
獲

得
し

た

こ
と

か
ら

、
中

央

民
意

代

表

の
定

数

増

加

の
意

義

を

高

く

評
価

す

る
。

陶

酒

q
ミ

T
a
y
lo
r
)
著

、

林

添
貴

訳

『
蒋

経

国
伝

』

台
北

"
時

報

文

化

出
版

公

司
、

二
〇

〇

〇
年

、

三
〇
八

頁
。

〈
54
>

李

篠

峰
、

前

掲

『
台
湾

民
主

運
動

四
〇
年

』

=

二
一二
ー

=

二
四

頁

。

〈
55
>

一
九

七

八
年

の
国

際
安

全
協

助
法
第

三

六
項

で
は
、
米

国
政

府

の
政
策

転

換

が
米

華
相

互
防

衛
条

約

の
効

力
維

持

に
な

ん

ら
か

の
影

響

を

及
ぼ

す

場
合

、
米

国
政
府

は
議
会

で
事
前

協

議
を

行

う

こ
と

が

規
定

さ
れ

て

い
る
。

『
聯
合
報

』

一
九

七
九
年

三

月
三

日
。

〈
56
>

三

つ
の
条

件

と

は
、

一
、
米
華

相
互

防
衛

条
約

の
停

止

、

二
、
台

湾

駐
留

米

軍

の
撤

退
、

三
、
台
湾

と

の
断

交

で
あ

る
。

『
聯
合

報
』

一

九

七
九

年

三

月

三
日
。

〈
57
>

下

院

は
賛

成

三

三
九

票
、

反

対

五

〇

票
、

棄

権

五

票

で
可

決

し
、

上

院

も

賛

成

八

五

票
、

反

対

四

票

で
可

決

し

た
。

『
中

央

日

報
』

一
九

七
九

年

三
月
三
〇

日
、

三
月

三

一
日
。

〈
58
>

立

法

過
程

で

は
、

米

国

の
台

湾
人

団
体

も
多

大
な
貢

献

を
果

た

し
た
。
若
林
、
前
掲

『台
湾
ー

分
裂
国
家
與
民
主
化
』

一
九
三
-

一
九

四
頁
。

〈59
>

雷
震
事
件
後
に
、
こ
う
し
た
米
国
政
府
の
態
度
は
顕
著
と
な

る
。
前
田
直
樹

「米
国
の
冷
戦
政
策
と
台
湾
に
お
け
る
政
治
的
自
由

化
」、
第
九
回
現
代
台
湾
研
究
学
術
討
論
会

(二
〇
〇
五
年
九
月
三

-
四
日
、
関
西
大
学
飛
鳥
文
化
研
究
所
)。

〈
60
>

若

林
、
前

掲

『
台

湾
-

分

裂

国
家
與

民
主

化
』

一
九

三

-

一

九

四
頁
、

李

大

維

『
台

湾
関

係

法

立

法

過

程

』
台

北

"
洞

察

出

版

社
、

一
九
八

八
年

、

三

二
一二
、
三

二
五
頁

。

〈
61
>

特

載
、

『
総

統

府

公
報

』

第

三

四
四

八
号

(
一
九

七

八
年

一
二

月

一
八

日
)
、

二
頁

。

〈
62
>

施

明
徳

は

「美

麗

島

事
件

公

判
」

に
際

し
、

「施

明
徳

的

政

治

遺

嘱
」

の
な

か

で

「
『
美
麗

島

』

は
各

県

市

の

「
服
務

処

」

や

「基

金
会

」

を

「党

」
組

織

と
化

し

て

い
た
。

こ
う

し

て
台
湾

初

の

「党

名

を
持

た
な

い
政
党

」

は
誕

生

し
た
」

と
証

言

し

て
い
る
。

施
明

徳

「台
湾
政
治
史
的
里
程
碑
ー

美
麗
島
政
団
」
陳
世
宏

・
張
建
隆
主

編

『
戦
後

台
湾

民
主

運

動
史
料

彙
編

(
三
)
従
党

外
助

選

団
到

党
外

総

部
』

台
北

"
国

史
館

、

二
〇

〇

一
年

、
七

三

六

-
七

三
七

頁
。

〈
63
>

李
篠

峰
、

前
掲

『
台
湾

民
主
運

動

四
〇
年

』

一
四
七

-

一
五

五

頁
。

〈
64
>

『
聯

合

報

』

一
九

七

九

年

一
二
月

一
四

日
、

李

篠

峰

、

前

掲

『
台
湾

民
主

運
動

四
〇
年

』

一
五

一
頁

。

〈
65
>

若
林

、
前
掲

『
台
湾

分
裂

国
家

與
民

主
化

』

二
0

1
-

二

〇

二
頁
。

〈
66
>

李
永

熾
監

修

、

酵
化

元

主
編

『
台
湾

歴

史

年
表

終

戦

編

m

』

台

北

"
国
家

政
策

研
究

中

心
、

一
九
九

〇
年

、

一
四

八
、
二
八
〇

頁

。

〈
67
>

美
麗
島

事
件

後

、
あ

る
報
道

関
係

者

は

「人

々
が
合

法
的

に
発
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行

し
た

雑
誌

を

政
府

が
不

当

に
扱

え

る
は
ず

が
な

く
、

記
事
内
容

が

関
連

法

規

に
抵

触

し
て

い
た

と
し

て
も
、

政
府

は
適

切

な
法
的
処

分

を

下

す

の

み

で
あ

る

」

と

述

べ
た
。

林
倖

一

「
政

治

圏

両

三
事

」

『
自

立
晩

報

』

一
九
八

〇
年

五

月

二
七

日
。

〈
68
>

周
瑳

環

・
陳
世
宏

主
編

『
戦
後

台
湾

民
主

運
動

史
料

彙
編

(
二
)

組

党
運

動
』

台

北

"
国
史
館

、

二
〇

〇
〇

、
五

=
ニ
ー
五

一
四
頁
。

〈
69
>

前

掲

『
台

湾

歴

史
年

表

終

戦

編

m

』

二
四

八

頁
、

『
自

立

晩

報

』

一
九

八
六

年
九

月

二
九

日
。

〈
70

>

『自

立

晩
報

』

一
九
八

六

年
五

月

一
九
日
、

『
中

国
時

報
』

一
九

八

六
年

五

月

二
〇

日
。

〈
71

>

伊

原

吉

之

助
編

著

『
台

湾

の
政

治

改
革

年
表

覚
書

』

二
五
六

頁

。

〈
72
>

党

外

人
士

が

こ
の
よ
う

な
見
方

を

す
る
理

由

は
、
陳

文
成

が
米

国

で
積

極

的

に
党
外

活
動

に
参

加

し

て
お
り
、

中
華

民

国
政
府

が
作

成

し

た

「ブ

ラ

ッ
ク

リ

ス
ト
」

に
も

の

っ
て

い
た

か
ら

で
あ

る
。
張

富
忠

・
邸
萬
興

『緑
色
年
代
ー

台
湾
民
主
運
動
二
五
年
』
上
冊
、

台

北

"
緑

色
旅

行

文
教
基

金
会

、

二
〇
〇

五
年

、

一
二
〇
頁
。

こ
の

ほ

か

に
、

カ

ー

ネ

ギ

ー

・
メ

ロ
ン
大

学

長

の

O
貿
昌
=
.
W

ec
h
t
ら

が
、

検
死

の
た

め
訪
台

し
ま

と
め

た
調
査

報
告

で
は
、
警

備

総
部

の

い
う
自
殺

で

は
な
く
他

殺

で
あ

る
と
判
断

し

て

い
る
。

国
史

館
蔵
外

交
部

梢
案

「陳
文

成
案

」
、
梢
案

IIk'
:
1
7
2
-
3
/2
4
4
6
°

〈73
>

若
林
、
前
掲

『台
湾
-

分
裂
国
家
與
民
主
化
』
二
〇
六
-
二

〇
九

頁

、

『中

国

時
報

』

一
九

八
五
年

三
月

一
四

日
、

『
中

国
時
報

』

一
九

八

五
年

八

月

二
二
日
。

〈74
>

若
林
、
前
掲

『台
湾
-

分
裂
国
家
與
民
主
化
』
二
〇
六
ー
二

〇
九

頁

、
江
栄

祖

・
李

教
Q
II

『
蒋
介

石
評

伝
』
下

冊

、
台

北

"
商

周

文
化

事
業

公
司

、

一
九
九

五
年

、

八
八

ニ

ー
八

八

四
頁
。

〈
75
>

『
中

央

日
報

』

一
九

八
五

年

一
二
月

二
六

日
。

〈
76
>

=
巳

9

9

9。

曽
巳

男
§

8

竃
遷
お
"

§

免

主
ミ

9

馬§

隔

D
e
m
ocra
cy
:
P
olitica
l
L
if
e

in

th
e
R
ep
u
b
lic

of

C
h
in
a

on

T
a
iw
a
n
,

B
altim
o
re
:Jo
h
n
s
H

o
p
k
in
s
U
n
iv
ersity
P
re
ss,
1
9
9
8
,p
.1
3
3
°

李

登

輝

に

よ

れ

ば

、

九

月

三

〇

日

段

階

で
蒋

経

国

は
当

時

副

総

統

で

あ

っ
た

李

登

輝

に
対

し

、

国

策

に

反

す

る

こ
と

な

く

憲

法

の
範

囲

内

で

の

党

外

人

士

に

よ

る
結

党

の

可

能

性

に

つ

い

て

研

究

す

る

よ

う

命

じ

て

い

る

。

李

登

輝

記

、

李

登

輝

口
述

歴

史

小

組

編

著

『
見

謹

台

湾
-

蒋
経
国
総
統
與
我
』
台
北

"
国
史
館
、
二
〇
〇
四
年
、

一
八

八
頁
。

〈
77
>

中

央

日
報
出

版
部

編

『
蒋
総

統
経

国
言

論
選

集
』

第

八
輯

、

台

北

"
中

央

日
報
出

版

部
、

一
九

八
七
年

、

二
三
〇

ー
二
三

一二
頁
。

〈
78
>

軍

部

高
官

だ

っ
た

都
柏

村

は
、

「台
湾

の
戒

厳
令

解

除

に

つ
い

て

は
、

当

局

に
対

し

て
米

国

の
圧
力

が
確

か

に
存

在

し
た

」
と

の
ち

に
語

っ
て

い
る
。

都

柏
村

著
、

王
力

行
編

『
都

総
長

日
記
中

的
蒋

経

国
先

生
晩

年
』

台
北

"
天
下
文

化
出

版
公

司
、

一
九

九
五

年
、

三

三

四
頁

。

〈
79
>

『
総
統

府

公
報

』
第

四
七

八
八

号

(
一
九

八
七
年

七

月

一
日
)
、

一
-

二
頁

。

〈
80
>

戒
厳

法

第

一
〇
条

は
、

「第

八

条

お

よ
び
第

九

条

の
判

決

は
、

そ

の
戒
厳

令
解

除

の
翌

日

よ
り
法
律

に
則
り

上
告

で
き

る
」

と
規
定

す

る
。

『
総

統

府

公

報

』

第

二
〇

>>1号

(
1
九

四

九

年

一
月

一
四

日
)
、

一
頁

。
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〈
0
o
>

R
u
ti
G
°
T
eite
l,
T
ra
n
sition
a
l
J
u
stice,
N
ew

Y
o
rk
:
O
x
fo
rd

U
ni
v
e
rsity
P
re
ss,2
0
0
0
.

〈
82

>

『
中

国
時
報
』

一
九

八
七

年

八
月

八

日
。

〈
83

>

『
中

国
時
報
』

一
九

八
七

年

一
二
月

二
日
。

〈
84

>

李
登

輝

は
総
統

就

任
後

の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

で
、

第
八
代

総
統

に

就

任

す

る
ま

で
は

「な

す
す

べ
も

な

く
、

た
だ
様

子

を
う

か
が

う
ば

か

り

だ

っ
た

」

と
語

っ
て

い

る
。

郷

景

婁

『
李

登

輝
執

政

告

白

実

録

』

台
北

"
印
刻

出
版

公
司

、

二
〇
〇

一
年

、

九

二
頁
。

〈
85

>

立
法
院

原
案

は
、

陳
水

扁
、

趙
少

康

な
ど

二
六
名

の
朝

野
立

法

委
員

が
提
出
し
た
。
若
林
、
前
掲

『台
湾
-

分
裂
国
家
與
民
主

化

』

二

三
八

-
二
三
九

頁
。

〈86
>

若
林
、
前
掲

『台
湾
ー

分
裂
国
家
與
民
主
化
』
二
三
九
頁
。

〈
87

>

『
中
国

時
報
』

一
九
九

一
年

五
月

一
日
。

〈
88

>

『
中
国

時
報
』

一
九
九

一
年

一
二
月

二

二
日
、

『
中
央

日
報

』

一

九

九

一
年

一
二
月

二
二
日

。

〈
89

>

『
中
国

時
報

』

一
九
九

二
年

一
二
月

二
〇

日
、

『
中
央

日
報

』

一

九

九

二
年

一
二
月

二
〇
日

。

〈
90

>

『
中
国

時
報

』

一
九
九

一
年

五
月

一
〇

日
。

〈
91

>

『
中
国

時
報

』

一
九
九

一
年

五

月

一
七
日

。

〈
92

>

『
立

法
院

公

報

』
第

八

〇
巻

第

四

〇
期

(
一
九

九

一
年

五

月
八

日
)
、

一
八

ー

二

四
、
二
四
-

四
六
頁

。

〈
93

>

林

山

田

『
抗

争

一
〇

〇
/

廃
除

刑
法

第

一
百
条

抗
争
札

記

』
台

北

"
自

立
晩

報
社

文

化
出

版
部

、

一
九
九

一
年

、

一
五

四
-

一
五
五

頁

。

〈
94

>

『
中
国
時

報

』

一
九

九

二
年

二
月

二
二

日
。
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